
高圧ガス保安法実務マニュアル

（第 一 種 製 造 者 （ 冷 凍 施 設 を 除 く ） 編 ）

一般高圧ガス保安規則及び液化石油ガス保安規則の適用を受ける

第一種製造事業者に適用する。

第一種製造者（冷凍施設を除く）とは

圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が

１日100ｍ3（第一種ガスの場合は300ｍ3）以上である設備を使用

して、高圧ガスの製造（容器に充てんすることを含む）をするため

許可を受けた者
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